
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
案
要
綱

第
一

電
子
証
明
書
の
発
行
の
申
請
に
お
い
て
、
住
所
地
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
及
び
附
票
管
理
市
町
村
長
以
外
の
市
町

村
長
並
び
に
領
事
官
が
と
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
は
、
申
請
者
が
当
該
申
請
者
か
ら
提
示
又
は

提
出
を
受
け
た
書
類
に
係
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
の
二
等
関
係
）

第
二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
関
係
）


